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今知っておきたい
最新の感染症発生動向

横浜市健康安全課

健康危機管理担当

平成31年2月28日

平成30年度 第３回
横浜市医療安全研修会
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1. 風しん

2. 百日咳
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風しんとは

○病原体 ： 風しんウイルス

○感染性のある期間 : 発疹出現７日前～出現７日
後

○感染経路 ： 飛沫感染、接触感染、胎盤感染

○潜伏期間 ：１４～２１日（平均１６～１８日）

○治療法 ： なし（対症療法のみ）

○予防 ： ワクチン

風しんがなぜ危ないか？

・妊娠初期の女性が風しんに罹ると、

胎児が「先天性風しん症候群：

Congenital Rubella Syndrome(CRS)」

になる可能性があるから！
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風疹に関する
特定感染症予防指針

目標

① 早期に先天性風疹症候群の発生
をなくす

② 平成32年度までに風しんの排
除を達成する

平成26年策定、平成29年一部改正
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排除を目指し始めた途端に…

風しん ～累積報告数の年次推移

（全国）～

出典：国立感染症研究所HP
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風しん ～都道府県別報告数～

出典：国立感染症研究所HP

風しん ～年齢別報告数及び

ワクチン接種歴(男性)～

出典：国立感染症研究所HP
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風しん ～年齢別報告数及び

ワクチン接種歴(女性)～

出典：国立感染症研究所HP

なぜ男性が多く、それも
20～50代中心にかかるのか？

出典：国立感染症研究所HP
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なぜ男性が多く、それも
20～50代中心にかかるのか？

出典：国立感染症研究所HP

ワクチンを接種していない又は、接種率の低い１
回接種世代では、抗体保有率が低い。

風しん ～週別報告数

年次推移(横浜市)～

出典：横浜市衛生研究所
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風しん ～性別・年代別報告数

(横浜市)～

全国同様男性は20代～50代、女性は20代に多い

出典：横浜市衛生研究所

風しん ～予防接種歴別報告数

(横浜市)～

これも全国同様、接種歴なし又は不明が
ほとんど。

出典：横浜市衛生研究所

8



風しん ～どこで感染？～

2018年に届出のあった2,917件中、

• 特に記載なし 73%

• 不明/調査中 10%

• 何らかの記載あり 17%

→ 職場 53%

家族 15%

出張/旅行 8%

ライブ等 8%

出典：国立感染症研究所HP「風しん流行に関する緊急情報 2019年1月7日現在」

風しん ～職業は？～

2018年に届出のあった2,917件中、

• 「会社員」が42%と一番多い。

• 医療従事者も59人（2%）いた。

出典：国立感染症研究所HP「風しん流行に関する緊急情報 2019年1月7日現在」
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医療機関における
風しん対策ガイドライン

抜粋

平常時の対応：最も重要である

・医療機関は、医療関連感染防止と産業
保健の観点から、推奨される接種回数
である２回の風しん含有ワクチン接種
歴の記録を本人とともに保管すること
を原則とする。

医療機関における
風しん対策ガイドラインより

抜粋

平常時の対応：最も重要である

・罹患歴がなく２回の予防接種歴が記録
によって確認できない者、罹患歴が
あって抗体を保有していない者（罹患
は記憶違いの可能性）には、風しん含
有ワクチンの接種を推奨する。
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医療機関における
風しん対策ガイドラインより

外来での対応

・風しんの疑いのある患者にマスク着用
を依頼し、速やかに他の患者・面会者
等への飛沫曝露がない場所（別室な
ど）へ誘導する。

病棟での対応

・風しんの疑いがある患者が職員・実習
生の場合は、速やかに勤務（実習）中
止とする。

職場における
風しん対策の重要性

出典：厚生労働省作成チラシ
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職場における
風しん対策の重要性

出典：厚生労働省作成チラシ

国の追加的対策

内容：抗体保有率の低い世代（昭和37年４
月２日～昭和54年４月１日生）の男性
へ、抗体検査の上で定期予防接種化

期間：2021年度末までの約３年間

目標：①2020年度７月までに、対象者世代の

抗体保有率を85%以上に

②2021年度末までに、対象者世代の

抗体保有率を90%以上に
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目次

２．百日咳

全数把握疾患への変更
（2018年）

小児科定点把握疾患

届出基準（臨床症状）

・2週間以上持続する咳嗽

・スタッカート・ウープを伴
う咳嗽発作

・咳嗽後の嘔吐、無呼吸発作

全数把握疾患
（成人を含む）

届出基準（検査診断）
・菌培養検査
・遺伝子検査
・抗体検査
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全数化の背景

• 1981年と比較し、2016年には症例数が約10分の1

に減少。

• 近年は15歳以上の患者の報告割合が増加。

• このような状況において、小児科定点把握疾患では、

①正確な発生状況の把握が難しい

②発症者の重症度や予防接種歴の把握が難しい

③症状が同様な別の疾患との鑑別が難しい
2017年6月19日 第21回厚生科学審議会感染症部会資料より引用

百日咳とは

• Bordetella pertussisによる気道感染症

• 潜伏期：通常は5日～10日

• カタル期（約1～2週間）、痙咳期（2～8週間）、

回復期よりなる（全経過は2～3か月）

• 症状：咳（スタッカート）、ウープ、無呼吸発作

• 乳児の場合は重症化（脳症や肺炎）することも
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百日咳 ～2018年 週別発生数～

作成：横浜市衛生研究所
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（人）（人） 百日咳報告数の推移（2018年第48週までの集計12月7日現在））

横浜市 全国

百日咳
～年齢分布とワクチン接種歴(全国)～

• 0歳児と、６歳～12歳くらいにピーク！

• 小学生はほとんどがワクチン４回接種

出典：国立感染症研究所HP
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百日咳
～年齢分布とワクチン接種歴(横浜市)～

• 全国と同様の傾向（ややピークが低年齢）
横浜市衛生研究所作成
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1回あり（計6人）

2回あり（計2人）

3回あり（計7人）

4回あり（計96人）

無（計18人）

不明（計22人）

百日咳含有ワクチン
定期接種スケジュールの日米比較

米国

日本
0 2 4 6 8 10 12 15 2y 3y 4y 5y 11y

DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP Tdap

DTaP DTaP Td

以降、ワクチン接種機会なし

出典：「平成30年度全国疫学情報ネットワーク構築会議」国立感染症研究所 神谷元先生講演資料より改変
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国における議論

• 抗体保有率より、11歳～13歳、就学前の
児童、成人の3つの世代へ対策の必要性。

• まずはワクチン準備ができた11～13歳の
DTからDPTへの変更の検討を。

• 6か月未満の乳児、9歳前後の学童期に報告
数のピーク。11～13歳よりも就学前の接
種が優先されるのでは・・・？

全数サーベイランス結果を踏まえ・・・

インフルエンザ

• インフルエンザも（もちろん）流行して
います！ →引き続き院内感染予防、個人予防のための対策をお

願いします！

（出典）横浜市衛生研究所感染症情報センター
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本日お伝えしたかったこと

• 風しんが流行しています！接種歴が２回
ない方は抗体検査とワクチン接種を！

• 百日咳は０歳と学童にピーク。０歳は重
症化する。長引く咳は百日咳も疑ってく
ださい。

• 風しんもインフルエンザも、職員さんに
症状があるときは休む、休める体制づく
りを！
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患者トラブルの対応について

講師：高岡 香氏  

（横浜エルム法律事務所 弁護士） 
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  平成３１年２月４日現在

【 略歴 】

高岡 E

たかおか

A A E香 E

かおり

昭和２９年 生（６４歳 ） 神奈川出身

横浜エルム法律事務所代表弁護士

学歴： 昭和５２年３月 明治大学法学部卒業

職歴： 昭和６０年４月 横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）登録

公的資格：

茨城県立医療大学客員教授

神奈川県監査委員
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2019年2月28日

横浜エルム法律事務所

弁護士 髙岡 香

（takaoka@y-elm.jp)

COIについて

本講演に関連し、開示すべきCOI関係にある企業等は
ありません。

高岡 香
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１ 患者トラブルの起きる背景

２ 対応の前提として応召義務を考える

３ 正当事由についての裁判例の検討

４ 患者トラブルと診療拒否

５ 患者トラブルの防止

６ 医療事故が起きた場合の対応

７ モンスターペイシェント対策

８ 資料

１ 患者トラブルの起きる背景
 患者の意識

キレル人が増えた・専門家に対する尊敬が無くなった
医療に対する過度な期待・医療の不確実性に対する理解不足
医療機関に対し、飲食店等のサービス業と同様な要求
インターネット等で不正確な情報の氾濫
弁護士の急増（？）

 医療者側の問題
医師に時間的余裕がない
コミュニケーション能力に不安のある医療者の増加
患者に対し毅然とした対応をためらう
法的手続きに対する不安・ためらい
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２ 対応の前提として応召義務を考える

 医師、歯科医師の応召義務

 医師法１９条１項（歯科医師法１９条１項）

 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなけ
れば、これを拒んではならない

 同種の規定がある職種 獣医師、薬剤師、助産師

 応召義務があるため、医療機関は、診療の拒否・契約の解除がためらわれる

医師法１９条１項について

 応召義務は、医師個人が国に対して負っている公法上の義務であり、私法上
の患者に対する義務を規定したものではない

（但し、応召義務が及ぼす診療契約への影響については、後述）

なお、違反についての罰則の規定はない（昭和２３年以前は罰則があった）

 国民の医療を受ける権利は憲法１３条、２５条に基づくものであり、憲法上
の権利は、国家が国民に保障するものである

 国家、地方自治体が負うべき責任を、医師個人に負わせているともいえる

（医師・患者がともに、国・自治体に対し、充実した医療制度を求めるべき）
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公法上の義務の診療契約への影響
 医療の提供は、患者と医療機関との契約によるものであり、その契約は、準

委任契約であると考えられている（東京高裁昭和６１年８月２８日判決）

 準委任契約は、結果が保証されない事柄を依頼する場合には、相手の人格・

識見・技量等を信頼して任せ、任された人は、その信頼にこたえ、その職務

上要求される注意を払って、誠実に職務を行う、というものである

 民法上の基本原則として契約自由の原則があるが、医師法１９条は、患者保

護のために定められた規定であることに鑑み、契約自由の原則の例外として、

正当な理由なく、契約の締結を拒否できず、契約の解除が制限され、診療拒

絶が、不法行為・債務不履行として損害賠償義務を発生させることがある

診療を拒否できる正当事由を考える

 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなけ
れば、これを拒んではならない

 医師法１９条１項についての厚生省（原厚労省）通達

昭和２４年 正当事由の一般論

昭和３０年 複数の医師の往診拒否による死亡事案に関する回答

昭和４９年 休日急患診療体制整備後の応召義務について
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正当事由の一般論（昭和２４年通達）

(１) 医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはで

きない。

(２) 診療時間を制限している場合であっても、これを理由として急施を要す

る患者の診療を拒むことは許されない。

(３) 特定人例えば特定の場所に勤務する人々のみの診療に従事する医師又は

歯科医師であっても、緊急の治療を要する患者がある場合において、その近辺

に他の診療に従事する医師又は歯科医師がいない場合には、やはり診療の求め

に応じなければならない。

(４) 天候の不良等も、事実上往診の不可能な場合を除いては「正当の事由」
には該当しない。

(５) 医師が自己の標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病について診療
を求められた場合も、患者がこれを了承する場合は一応正当の理由と認め得る
が、了承しないで依然診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範
囲のことをしなければならない。
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診療契約の本質から正当事由を考える
 診療契約は、準委任契約であり、患者は医師の人格・識見・技量等を信頼し
て任せ、任された医師は、その信頼にこたえ、その職務上要求される注意を
払って、誠実に職務を行うのであるから、当事者間の信頼関係が不可欠の前
提であるともいえる

 信頼関係が回復不能に破壊されている場合には、診療を拒否する正当事由と
いえるか？

 診療が、患者の生命等に対する危機から救うものであることから、単なる信
頼関係の破壊だけではなく、業務妨害のように医療者側に診療義務を課する
ことが酷な場合、あるいは、適切な診療ができないなど患者に不利益を及ぼ
すことが必要となるのではないか

３ 正当事由についての裁判例の検討
①東京地裁平成２１年４月１６日判決

②東京地裁平成２１年６月２４日判決

③東京地裁平成２４年１月３０日判決

④大阪高裁平成２４年９月１９日決定

⑤東京地裁平成２５年５月３１日判決

⑥東京地裁平成２６年５月１２日判決

⑦東京地裁平成２７年９月２８日判決

⑧東京地裁平成２９年２月９日判決

⑨東京高裁平成２９年３月８日判決

（原審東京地裁平成２８年１０月２０日判決）

 内容については、後記資料を参照
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裁判例の内容
 前記裁判例は、全て、診療拒否は違法ではないとしている

（診療拒否を違法とした裁判例は、救急事案であり、患者の迷惑行為等を理由
とする診療拒否を違法とした裁判例は見当たらなかった）

 裁判例①は、医師の応召義務を前提とすれば、単なる信頼関係の破壊だけで
は十分ではなく、患者が医療機関の業務を妨害したり、医療機関に対して、
不当な要求をするなどの事由が必要であるとして、本件では業務妨害や不当
要求があったことを認定している

 裁判例⑥は、信頼関係が、適切な医療行為を期待できないほど破壊されてい
るかを判断基準とし、本件では、適切な医療行為を期待できないほど破壊さ
れていることを認定している

 裁判例⑧は、支払を拒否する客観的に合理的な事情もうかがわれないのに主
観的な不満を理由とする支払い拒否が複数回あったことを正当事由の一つと
している

 裁判例⑨は、クリニックの開設者が、他の医師が診察することの理解を求め、
自身が診察することを拒否したからといって、診療拒否が違法であるとはい
えない

 なお、応召義務は患者の保護から認められていることから、①②④「他に、
診療を受けることができる施設がある」④「患者の病状が悪化するおそれが
ない」など、診療拒否により患者の生命身体等への悪影響がないことを認定
している
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４ 患者トラブルと診療拒否
 裁判例の検討結果から、信頼関係が破壊され、適切な診察ができない場合に
は、診療を拒否することを検討する

 攻撃的な患者（家族）に対して、診療拒否をしないと、職員等に対する安全
配慮義務違反に問われる可能性もある

５ 患者トラブルの防止
 患者が質問しやすい雰囲気を作る

 患者は、医師に質問すべき事柄でも、看護師その他のメディカルスタッフや
事務職員に質問することがあるので、それを医師に伝えるか、直接医師に質
問するようにアドバイスする

 患者が職員等に質問をしていた場合、医師は、なぜ直接質問をされなかった
のか、患者との関係を振り返ってみる

 一度は目を見て、笑顔で挨拶をする

 悪い冗談は言わない
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トラブルの防止・インフォームドコンセント
 患者は、興味がないこと、不都合なことは「見えない、聞こえない、記憶に
残らない」ことがある

 書面で説明することは重要だが、説明文書は字数・頁数が多く、当該患者に
とって大切な箇所が分かりにくい場合があるので、重要なところに印をつけ
る、臓器の図を描いて説明する、説明者自身の言葉で補充するなど、分かり
やすく記憶に残るような説明をする

 必ず、患者からの質問の時間を設ける

 前日に説明文書を渡し、「これを明日までに読んできてください」だけでは
なく、翌日、患者が内容を理解できているか確認する

苦情に対する対応
 医師が、診察時に患者から苦情等を受けたときには、その内容と、回答を詳
しく診療録に記載するか、看護師に、看護記録に記載してもらう

 他の者が苦情を受けた場合も、詳細に記録する

 時間がたつと、不満がどんどん広がる場合があるので、なるべく最初に問題
点を確定する

 冷静に対応し、謝罪すべき時は謝罪する。ただし何に対して謝罪するのか明
確にして謝罪し、それを記録する

 多くの患者は、会話を録音していると考えて発言する

 医療者側でも会話を録音する

（自ら録音することで、冷静に対応できる）
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 患者と医師の相性が悪いということもあるので、他の医師に替わることを検
討し、患者に提案する

 信頼関係が築けない、あるいは失われたと感じたときには、院内の他の医師
に替わる、あるいは、他院を紹介するなどを考える。

 信頼関係が失われているにもかかわらず、特定の医師の診察に執着するのは、
他に問題がある可能性があるので、院内で対応を協議する

⑦の裁判例で「Ｎ医師は、向精神薬リタリン（成分名・塩酸メチルフェニ
テード。以下「リタリン」という。）を処方する資格を有する医師（以下「登
録医師」という。）であるところ、製薬会社の添付文書においてはナルコレプ
シーという睡眠疾患に限ってのみ処方すると記載されている同薬剤を、それ以
外の病気の患者に対しても処方していた。Ｎ医師以外に、原告に対してリタリ
ンの適応外処方を認める医師は見当たらなかった。」と認定されている。

 信頼関係が失われているときには、特に一対一になることを避ける

①、②の裁判例で、患者は、歯科医師からセクハラを受けたと主張している。

医療行為には身体的接触が不可避な場合があるが、信頼関係がないと、不要な
身体的接触ではなかったかと疑われる危険がある
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問題ある患者（家族）はチームで対応する
 一人の医師に対応させたことにより発生した事件

 東海大学病院安楽死事件（事件日平成3年4月13日）

 Ａ医師は、余命数日と思われた患者について、家族の強い要望でフォーリー
カテーテル、エアウェイをはずしたが死亡しないことから、長男から、たび
たび早く死亡させるよう強く迫られ、精神的にも肉体的にも疲れ切り、塩化
カリウム製剤を希釈せず、静脈注射し、死に至らせた事件

 Ａ医師は、殺人罪により、懲役２年執行猶予２年の判決を受けた

（横浜地裁平成７年３月２８日判決）

現在なら、アドバンスケアプランニング（ACP）、オンコロジーチームによる
アセスメント、倫理コンサルテーションなどで防止できたと思われる

６ 医療事故が起きた場合の対応
 患者の救命を第一に考えて行動する

 事故の直前直後の対応などの診療録の記載は、速やかに行う（時間がたって
からの記載は患者の不信を招く）

 患者家族への説明は、速やかに行うべきであるが、あやふやなことは言わな
い

 謝罪する場合には、何に対する謝罪か明確にする

 重大な事故の場合には、悲しみを共有する意識を持つ

 関係者からの事故の状況についての事情聴取は速やかに行い、書面にしてお
く

（人は、時間がたつと自分に都合よく記憶や考え方を変えていく）
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 説明会の開催要求等があったら、顧問弁護士等に対応を相談する。

 病院側弁護士は、訴訟になることを想定して、説明会開催を拒否し、文書に
よる質問に対し文書により回答することを選択することがよくあるが、説明
会の開催により、丁寧な説明を受け患者側が納得し、訴訟に至らない場合も
ある

７ モンスターペイシェント対策
 医療者側の誠実な対応に対して、患者側の不当な要求に対し、医療側が応じ
られないとした場合、要求拒否を実現するためには法的手続きに入るべき

（早めに弁護士に相談する←クレーム対応費用保険もある）

 嫌がらせ等により要求を実現しようとするのは、脅迫罪、強要罪を構成する
可能性がある（広島地方裁判所平成２１年３月４日、後掲）

 警察と相談し、介入を求める場合について協議しておく（日頃からの連携）

 医療側から、診療義務、説明義務、損害賠償義務などを負っていないことの
確認を求めて、債務不存在確認請求訴訟を提起する（⑥の事案）
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８ 資料

①東京地裁平成２１年４月１６日判決
 Ｘは、舌の痛みを訴え、Ｙ病院口腔外科を受診した。生検の結果、早期浸潤
癌であったことから、切除術を行うこととし、術前検査を行ったが、Ａは、
手術を受けることを断った。その後Ａは、診療録の開示を受け、様々な疑問
点を指摘し、Ｙ病院が説明しても納得せず、何度も病院を訪れ、同じ質問を
繰り返し、退去を求められても病院を退去せず、診療の妨害を行った事案。

 Ｘは、Ｙ病院がＸを早期浸潤癌と診断し、切除手術を勧めた対応を誤りであ
ると激しく批判し、Ｙ病院とは診断やその後の方針について見解の相違は著
しく、診療契約の基礎となる信頼関係の構築は困難といわざるを得ず、Ｘの
一連の言動には極めて激しいものがあり、被告病院の診療業務にも著しい支
障が生じていることを認めて、診療拒否はやむを得ないと判断した。
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②東京地裁平成２１年６月２４日判決
 複数の歯科医院等で歯の矯正治療を受けるなどしたＸが、Ｘの診療を担当し
た歯科医師らの不適切な措置などによって損害を被ったと主張して、歯科医
師らに対し、不法行為又は債務不履行に基づき、逸失利益、慰謝料、治療費
等の損害賠償を求めた事案

 歯科医師ＹはＸの診療を拒否したが、判決では、Ｙの診療に関し紛争が生じ
ており、その解決を歯科医師会にゆだねざるを得ない状況にあったことから、
東京都内に他に多数の矯正歯科の診療施設があること、Ｙでなければ原告に
対して治療を行えないものとはうかがわれないことから、紛争が生じている
Ｙの治療を受けるよりも他の診療施設での治療の方が信頼関係を基礎とした
適切な治療を受け得る可能性が高いことなどを理由に、Ｙが治療を行わな
かったことについては正当な理由があると判断した。

③東京地裁平成２４年１月３０日判決
 顎や体全体の痛みを訴えて通院、治療を受けていたＸが、右下４番、５番の
抜歯を強く希望したが、担当した歯科医師Ｙは、抜歯の適応ではないと判断
し、Ｘにその旨説明した。しかし、Ｘは納得せず、抜歯を強く求めるととも
に、自殺するなどと訴えたうえ、３階の窓から飛び降りるような行動をとろ
うとしたため、病院は、警察に出動を依頼した。その後病院は、文書で、Ｘ
に対し、今後の診療を拒絶する旨通知した事案。

 Ｙが、Ｘの症状や希望に沿って適切治療を行ってきたこと、抜歯の必要性が
ないことについて粘り強く説明したこと、Ｘが警察の出動を要請せざるを得
ない事態を起こしたことから診療を拒絶したものであることを理由に、診療
拒絶が不法行為ないし債務不履行とはならないと判断した
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④大阪高裁平成２４年９月１９日決定
 Ｘとその夫Ｅは、かねてからＹ病院の看護師等について不満を述べ、自己負担分の
支払についても争うなどしたため、Ｙ病院が対応を一本化したところ、それに対し
ても不満を抱き、２日間にわたって強く抗議し、他の病院で治療を受けたその治療
費を要求したことから、Ｙは、Ｘに対し、診療を拒否する旨の通知をしたところ、
Ｘが、Ｙに対して、診療行為の再開を求める仮処分を申し立てた事案。

 医療機関側からの医療契約の解除については、正当な事由があるときでなければ許
されないものであり、医師の応招義務を前提とすれば、単なる信頼関係の破壊だけ
では十分ではなく、患者が医療機関の業務を妨害したり、医療機関に対して不当な
要求をするなどの事由が必要であり、また診療契約の解除によって患者の病状が悪
化するおそれがある場合でないことも要するというべきであるとしたが、Ｘが、相
手方の業務を妨害し、不当な要求をしたものであることからすると、相手方による
本件診療契約の解除については正当事由があると認められると判断した。

⑤東京地裁平成２５年５月３１日判決
 Ｘは、大学病院で、午前中に血液検査を受け、当日午後に整形外科を受診し、通院
確認書に２回分の押印をするように求めていた。Ｙ医師は、リウマチの検査の場合、
２回に分けて来院する必要がないことを繰り返し説明し、血液検査は、受診の１時
間前に受けるよう指示した。しかし、Ｘに同行していた配偶者Ｈは納得せず、病院
から退去することを拒否し、通報を受けた警察官に促されて退去した。その次の通
院でも、ＸはＹの指示を守らないため、Ｙは再度受診の１時間前に血液検査を受け
るよう指示したが、Ｘらが納得しないことから、Ｙは、医師を信用できず、病院の
ルールを遵守できないのであれば、次の診療の予約を入れることはできないとＸに
伝えた事案（通院確認書は、自治体の実施する医療支援給付の可否及ぶ医給付額決
定の資料である）

 Ｙの指示に従わず、Ｈが退去を拒否するなどした事実に照らすと、整形外科におけ
る診療の継続は困難と判断し、これを拒否したことには正当な事由があると判断し
た。
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⑥東京地裁平成２６年５月１２日判決
 平成１８年８月に形成的椎弓切除術を受けた患者Ｙが平成２２年６月に医療
記録の開示請求を求めたのち、手術の説明を求めた。Ｘ病院側は、説明会を
開いたが納得しなかった。病院側が、患者に対し、今後は診療に応じられな
いし、来院して問答を繰り返すのは原告の正当な業務の妨害になるので慎ん
で欲しいと通知したが、その後もたびたび来院し、手術の説明や診療、院長
の謝罪を求めたため、Ｘが、業務妨害行為等の禁止及び診療契約上の債務並
びに損害賠償義務の不存在確認を求めた事案。

 Ｙが、説明会終了後も度々来院し、院長の謝罪等を求めていたことから、Ｘ
とＹとの間の信頼関係は適切な医療行為を期待できないほどに破壊されてい
ることからすれば、原告には被告からの診察の求めを拒否する正当な事由が
あると判断した。

⑦東京地裁平成２７年９月２８日判決
 Ｘは、ＡＤＨＤ等の治療のため、Ｙ病院のＡ医師を受診していたが、病院の相談窓
口に、Ａ医師の診療に不平不満を述べ、相談窓口の職員Ｃに、Ｘの受診の際に同席
するように求め、ＸはＣを連れて診察室を訪れた。Ａ医師はＣの同席は適当でない
としてＣを退出させたところ、ＸはＡ医師のこの措置に激怒し、転院するから紹介
状を書いて欲しいと要求し、Ａ医師はこれに応じた。Ｘは、紹介状を利用して他の
医師の診察を受けたが、その診療方針に納得せず、Ａ医師の診療再開を求めたが、
Ｙ病院は、これに応じなかった事案

 ＸがＡ医師に対する不明不満を述べ、Ａの了解なく相談窓口の職員を立ち会わせよ
うしたことから、Ａ医師が、Ｘとの間には、診療に必要とされる信頼関係が無く
なっており、診療を継続することに治療上の問題があると判断せざるを得なかった
ことを認め、Ｘがリタリンの処方を行う医師の診療を求めていることから、Ｙ病院
がＸの診療を行うことができなとしたのは正当な事由があると判断した。（Ａ医師
以外にＡＤＨＤであるＸに対し、リタリンを適応外処方を認める医師は見当たらな
い）
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⑧東京地裁平成２９年２月９日判決
 ＸはＹとインプラント治療を受ける契約をしたが、歯科医師Ｙ２の診療上の指示を
守らず、Ｙ2やＹの職員に対し、暴言を吐くなどの問題行動をとったことを理由に治
療の終了を通告した事案

 Ｘが、喫煙はインプラント治療において骨結合不全を起こすことがあるため控える
ようにと再三にわたって注意されていたにもかかわらず、煙草を１日１箱吸ってし
まうなど、診療上の指示を守らないこと、Ｙ２や職員に対し、「てめえうそついて
んじゃねーよ」「私がそういう話で契約したんだから、やれよ」「最初の時に出来
ると言ったことがなぜ出来ないの！！？サギじゃん！！！」「プライドもってやっ
て下さい。△△の社長に、『おたくの載せてる歯医者こんなことやってます』って
言ってやろーか」などの暴言を繰り返していたこと、ＸがＹから実施済みの治療行
為に関する治療費を請求されたのに対し、支払を拒否する客観的に合理的な事情も
うかがわれないのに、Ｘの主観的な不満を理由として支払を拒否することが複数回
あったことから、診療拒否には、正当な理由があると認めた。

⑨東京高裁平成２９年３月８日判決
 Ｘは筋筋膜性疼痛（慢性疼痛）の治療のため、Ａクリニックに通院していた
が、担当医師Ｂから、治療を補充する観点から、アンチエイジング目的の診
療を受けるため、Ｃクリニックを紹介され、通院するようになった。Ｘは、
ＣクリニックのＹ医師のカウンセリングを受けていたが、Ｙ医師が、チーム
で治療方法を提案する方針で、Ｅ医師によるカウンセリングを行うことを説
明し、Ｘはこれを承諾したにも関わらず、その後もＹ医師のカウンセリング
を求め続けたことから、診療の継続は困難であることを告げた事案。

 Ｃクリニックでの診療は慢性疼痛の治療を補充するための治療であり、治療
行為の内容を見てもＹ医師のみがＸの治療をなしうるとか、他の医師による
治療を選択することが極めて困難な事情があるとは認められないとして、診
療拒否には正当事由があると判断した。。
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東海大学病院安楽死事件１
 多発性骨髄腫で入院していた男性（当時５８歳）は、平成３年４月８日には
全身状態の悪化傾向がさらに強まり、意識レベルは低下し、点滴等を抜こう
とする不穏行動や体動が出た。１３日には、疼痛の刺激に全く反応しない状
態となり、余命数日と思われた。

 当該患者の主治医は助手のＡ、講師のＢ、研修医のＣであった。Ｃは患者の
家族から治療の中止を求められ、家族と対立したため、その後はＡが家族に
対応することとなった。

 同月１３日、妻と長男が、Ａに治療の中止を求め、フォーリーカテーテル、
エアウェイをはずすことを強く要望した。Ａは、最初はこれを断ったが、悩
んだ結果これらを抜去し、治療を中止することを決め、看護師に指示した。

 Ｂは、これを知り驚いたものの、やむを得ないと判断した。Ｂは午後３時頃、
学会出席のため病院を出た。

東海大学病院安楽死事件２

 その後も患者の苦しそうな呼吸が続くので長男がＡに早く家に連れて帰りた
いと強く要望したため、午後６時１５分頃、Ａは鎮静剤で呼吸抑制の副作用
のあるホリゾンを通常の２倍の量の２アンプル４ミリリットルを静脈注射し
た。

 ホリゾン注射後１時間たっても患者が苦しそうな呼吸をしていることから長
男が強い口調で「いびきが止まらない。早く家に連れて帰りたい。」と言っ
た。Ａはこれ以上薬を使わないで済ませようと長男を説得したが長男は聞き
入れようとしないため、午後７時頃、呼吸抑制の副作用のある抗精神病薬で
あるセレネースを通常の２倍の量である２アンプル２ミリリットルを静脈注
射した。そして、Ａは長男の要求を抑えようと、薬を使って死なせることは
できないと言った。
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東海大学病院安楽死事件３
 Ａは、午後８時１０分頃、長男から、まだ患者が呼吸していることを強く責
められ、今日中に家に連れて帰りたいと強く迫られた。長男の迫る勢いにた
だならないものがあったため、Ａは逃げられないような気分を感じた。Ａは
肉体的にも精神的にも疲れ切っており、長男の要求通りすぐに息を引き取ら
せようと考えるに至った。

 Ａは、希釈しないで使用すれば心停止を引き起こす作用のある塩化カリウム
製剤（ＫＣＬ）１アンプル２０ミリリットルを、希釈することなく静脈注射
をし、心停止を確認した。

 Ａ医師は、殺人罪により懲役２年執行猶予２年の判決を受けた

（横浜地裁平成７年３月２８日判決）

広島地裁平成２１年３月４日判決
 被告人は、平成１２年１月以降、人口腎透析を受けるためＦ総合病院に通院
していたが、医師が透析室に常駐していないこと等に不満を持ち、平成１９
年６月以降、同病院職員Ａ，Ｂに対し辞職を強く迫るなどの要求を執拗に繰
り返した。また、病院長Ｃに対し、看護師長Ｄの配置転換を要求し、要求に
応じなければＣの名誉を棄損する等危害を加えることを告げたため、Ｃは、
同年８月にＣを配置転換した。同年１０月以降、被告人のＡ、Ｂに対する要
求が再び激しいものになったことから、Ｃは警察に被害届を提出した

 被告人は、脅迫罪（刑法２２１条１項）、強要罪（刑法２２３条１項）によ
り、懲役１年８か月に処せられた
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Memo



◆患者と医療従事者とのよりよい関係づくりのため

◆医療機関の安心・安全な

医療の確保と患者サービス向上のため 

◆ 医療に関して患者・市民の意識啓発のため

以下のような取り組みをしています。 

                

 

 

 

 

 

 

 

◆市民向け出前講座◆

「上 手 な医 療 のかかり方 」や医

療 に関 する知 識 の啓 発 を目 的

に出前講座を開催しています 

◆医療安全研修会◆

医療従事者向けに研修会を開催

しています（過去の研修会資料も

ＨＰに掲載しています） 

◆医療安全相談窓口◆

患者・市民からの医療に関する相談等に応じ、

問題解決へのお手伝いをしています（よくある相

談事例などがＨＰでご覧いただけます） 

◆医療安全情報の提供◆

厚生労働省通知をはじめ、医療機関にお

ける医療安全の取り組みに必要な情報を

随時提供しています 

◆メルマガの配信◆

医 療 従 事 者 向 けに、医 療 安 全 研 修 会 のお

知らせや相談事例の紹介など、医療安全に

関する情報をメールで配信しています 

 
◆医療安全推進協議会◆

市 域 の医 療 安 全 推 進 のための方 策 等 を

検討するため、協議会を設置しています 

 

 

 

◆患者啓発リーフレット◆

患者さんとお医者さんとのより良い関係づくりのためのリーフレット『お医者さん

への上手なかかり方』を作成しています 

詳しくはホームページをご覧ください。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan-madoguchi/shien-center.html 
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◆ 医療安全メールマガジンとは ◆

横浜市健康福祉局医療安全課から、主に市内の医療従事者

向けに、医療安全の推進や患者サービスの向上などに役立つ

情報を定期的に（月 1 回程度）配信するメールマガジンで

す。（平成 20 年 10 月創刊）

既に 1839人以上が定期購読しています！

医療安全向上に役立つ情報や 

医療安全研修会のお知らせを 

毎月無料でお届けします！

現在もメルマガ会員を募集しています！ 

◆ 配信の登録は、下記 URL からご登録をお願いします。

◆ http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/iryou-anzen/ml/

配信する主な内容は

▽ 医療安全相談窓口に寄せられた相談事例の紹介

▽ 参考となる医療安全の取り組み事例

▽ 医療安全に関する研修会のご案内 ほか 



横 浜 市 
健康福祉局健康安全部医療安全課 


	①30第3回　表面、次第
	②【第一部　東先生】今知っておきたい最新の感染症動向
	③30第3回　第二部講師表紙
	④【第二部　高岡先生】講師略歴
	⑤【第二部　高岡先生】患者トラブルの対応について
	⑥ＭＥＭＯ
	スライド番号 2

	⑦ＭＥＭＯ
	スライド番号 2

	⑧支援センター案内ちらし
	⑨メルマガ案内
	⑩30第3回　裏表紙



